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議案第 11 号 

 

令和７年度生駒市一般会計補正予算（第９回） 

 

 令和７年度生駒市の一般会計の補正予算（第９回）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９８７，６３７千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５１，７９４，９２１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。 

 

令和８年３月４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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１　追加 [単位　千円]

消 防 費 消 防 費 常 備 消 防 経 費 ３，４９６

教 育 費

教 育 総 務 費

学びの多様化学校施設整備事業 １６６，６４５

生駒南小学校・中学校整備事業 ３３３，０２８

小 学 校 費 小 学 校 施 設 管 理 費 １７，５７２

産 業 経 済 費 農 業 費 土 地 改 良 事 業 ９，９８９

４７，０００

河 川 水 路 改 修 事 業 １４６

都 市 計 画 費

公 園 整 備 事 業 ２，０１３

北 部 地 域 整 備 促 進 事 業 ４７，５２０

土 木 費

土 木 管 理 費 地 域 公 共 交 通 活 性 化 事 業 ４，４０１

道 路 橋 梁
及 び 河 川 費

道 路 橋 梁 維 持 補 修 費 ３０，７８０

橋 梁 予 防 保 全 事 業 ５，０００

道 路 新 設 改 良 事 業

民 生 費

社 会 福 祉 費 介 護 保 険 円 滑 導 入 事 業 ８，５００

児 童 福 祉 費
物 価 高 対 応 ひ と り 親 家 庭 等
応 援 手 当 支 給 事 業

１８，７００

生 活 保 護 費

生 活 保 護 事 務 費 ４，０３６

生 活 保 護 扶 助 費 ３５，４６６

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款 項 事　業　名 金　　額

総 務 費 総 務 管 理 費

庁 舎 管 理 費 ５，５０８

市 民 参 画 協 働 推 進 事 業 ４０，０４２

防 災 経 費 ４８，１３４
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款 項 事　業　名 金　　額

２　変更 [単位　千円]

追加 ［単位　千円］

上中学校仮校舎借上業務(その２)
　令和７年度から
　　　　　　令和１０年度まで

１０７，８４８

事　　　　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　度　　額

新 し い 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ
構 築 推 進 業 務

　令和８年度から
　　　　　　令和９年度まで

４０，０００

款 項
補　正　前 補　正　後

事　業　名 金　額

第　３　表　債　務　負　担　行　為　補　正

教 育 費 社 会 教 育 費
体 育 施 設
整 備 事 業

４２，６１４
体 育 施 設
整 備 事 業

６８，５７４

事　業　名 金　額

消 防 費 消 防 費
消 防 施 設 等
整 備 事 業

２４，３６８
消 防 施 設 等
整 備 事 業

２２０，２１２

教 育 費

中 学 校 費

中 学 校 施 設 管 理 費 ４，２４６

中 学 校 施 設 整 備 事 業 ９９７，１７６

社 会 教 育 費

コミュニティセンター整備事業 １３，７０９

図 書 館 施 設 整 備 事 業 ２８，８２０
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１　追加 ［単位　千円］

２　変更 ［単位　千円］

償　還　の　方　法

学 び の 多 様 化
学 校 整 備 事 業

83,300
証書借入
又　　は
証券発行

5.0％以内(ただし､利率見
直し方式で借り入れる場合
について、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率）

　政府資金についてはその融資条件
により、銀行その他の場合にはその
債権者と協定するものとする。ただ
し、市財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、若しくは繰上
償還又は低利に借換えることができ
る。

証書借入
又　　は
証券発行

5.0％以内
(ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる場合に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

　政府資金につい
てはその融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものとする。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し、若しくは繰上
償還又は低利に借
換えることができ
る。

防災設備
整備事業

16,600
証書借入
又　　は
証券発行

5.0％以内
(ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる場合に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

　政府資金につい
てはその融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものとする。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し、若しくは繰上
償還又は低利に借
換えることができ
る。

22,600

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後
起 債 の
目 的 限 度 額 利 率 限 度 額

〃

第　４　表　地　方　債　補　正

起 債 の
方 法

起 債 の
方 法

利 率償還の方法 償還の方法

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　　　　率

〃 〃
中学校
施設整備
事業

514,800 〃 〃 〃 713,100
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議案第 12 号 

 

令和７年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第３回） 

 

 令和７年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第３回）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８２，０６４千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，２９８，５３０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年３月４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 13 号 

 

令和７年度生駒市病院事業会計補正予算（第２回） 

  

 （総則） 

第１条 令和７年度生駒市病院事業会計の補正予算（第２回）は、次に定めると

ころによる。 

 （継続費） 

第２条 予算第５条に定めた継続費の事業名、総額及び年割額を次のように改め

る。 

款 項 事業名 総額 年度 年割額 

資本的 

支 出 

建 設 

改良費 

（補正前 

生駒市立病院 

６ 階 東 病 棟 

整 備 事 業 ）

生駒市立病院 

施設整備事業 

（補正前 

720,000 

千円  ） 

944,134 

千円 

令和７年度 324,500 千円 

令和８年度 

（補正前 

395,500 千円）

619,634 千円 

（企業債） 

第３条 予算第７条に定めた起債の限度額を次のように改める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

病院施設 

整備事業 

（補正前 

千円 

720,000  ）

千円 

324,400 

証書借入 

又  は 

証券発行 

5.0 ％ 以内 

(ただし、利率

見 直 し 方 式 で

借 り 入 れ る 場

合について、利

率 の 見 直 し を

行 っ た 後 に お

いては、当該見

直し後の利率) 

政府資金についてはそ

の融資条件により、銀行

その他の場合にはその債

権者と協定するものとす

る。ただし、企業財政の

都合により据置期間及び

償還期限を短縮し、若し

くは繰上償還又は低利に

借換えることができる。 
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令和８年３月４日提出  

生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 14 号 

 

生駒市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市行政手続条例の一部を改正する条例 

 生駒市行政手続条例（平成９年３月生駒市条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

 第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに

当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する

旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同

項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事

項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示

事項」という｡)を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することがで

きる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の

掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に

表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行

うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から２週間を経過

したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 
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 第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

 第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４項

」を、「と､｣の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した

」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 

 第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同項

第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条第

３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後段

」を「第１５条第４項後段」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市行政手続条例第１５条第３項及び第４項の規定（これらの規

定を同条例又は他の条例において準用する場合を含む｡)は、この条例の施行の

日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の

例による。 

-25-



議案第 15 号 

 

生駒市法令遵守推進条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市法令遵守推進条例の一部を改正する条例 

生駒市法令遵守推進条例（平成１９年６月生駒市条例第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「及び倫理の保持」を「、倫理の保持及び不当要求行為への適切な対

応」に改め、「保護」の次に「及び職員の良好な職場環境の形成」を加える。 

第４条の次に次の１条を加える。 

（不当要求行為の禁止） 

第４条の２ 何人も、職員に対して不当要求行為をしてはならない。 

第１０条第１項に後段として次のように加える。 

この場合において、市長は、当該不当要求行為に対して講ずべき措置につい

て必要があると認めるときは、委員会に諮問することができる。 

第１０条第５項中「諮問をしたときは、委員会の答申」を「答申を受けたとき

は、これ」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加え

る。 

５ 委員会は、前項の規定による諮問があったときは、審査を行い、当該要望等

が不当要求行為であると認めるときはその旨及び当該不当要求行為に対して講
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ずべき措置を、不当要求行為であると認められないときはその旨を市長に答申

するものとする。 

第１１条中「実名により」を「誠実に」に改め、同条ただし書を削る。 

第１７条中「及び」を「の件数並びに」に改め、「件数」の次に「及び概要」

を加える。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

-27-



議案第 16 号 

 

生駒市監査委員条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市監査委員条例等の一部を改正する条例 

 （生駒市監査委員条例の一部改正） 

第１条 生駒市監査委員条例（平成３年７月生駒市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１２条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」

に改める。 

 （生駒市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第２条 生駒市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和６年１２月生

駒市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４３条の２の７第１項」を「第２４３条の２の８第１項」

に、「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改め

る。 

  第２条中「第１７３条の４第１項第１号」を「第１７３条の５第１項第１号

」に改める。 

 （生駒市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 生駒市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年１２月生駒市条例第
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３２号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に

改める。 

 （生駒市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第４条 生駒市病院事業の設置等に関する条例（平成２１年６月生駒市条例第２

３号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 
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議案第 17 号 

 

生駒市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市職員定数条例の一部を改正する条例 

 生駒市職員定数条例（昭和４２年４月生駒市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第１項の表中「５９７人」を「５８７人」に、「１４４人」を「１５４

人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第 18 号 

 

生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び生駒市の一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び生駒市の一般職の職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年３月生駒市条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の見出し中「割振り」を「割振り等」に改め、同条第１項中「割り振

らない日」の次に「（第３項及び第５条第２項において読み替えて準用する同

条第１項の規定によるものを除く｡)」を加え、同条に次の１項を加える。 

 ３ 任命権者は、職員（規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員

を除く。以下この項において同じ｡)について、職員の申告を考慮して、第１

項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設

け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認

める場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員

の申告を経て、１月を超えない範囲内で規則で定める期間ごとの期間につき

同項の規定を適用したものとしたときの勤務時間となるように、第１項の規
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定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は

当該職員の勤務時間を割り振ることができる。 

  第４条第１項中「前条」を「前条第１項及び第２項」に改める。 

  第５条中「、第３条第２項」の次に「若しくは第３項」を加え、「この条」

を「この項」に改め、「（第３条第２項」の次に「又は第３項」を加え、同条

に次の１項を加える。 

 ２ 前項の規定は、職員に第３条第３項の規定により勤務時間を割り振らない

日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準

用する。この場合において、前項中「週休日に」とあるのは、「勤務時間を

割り振らない日に」と読み替えるものとする。 

  第６条第２項を次のように改める。 

 ２ 任命権者は、次に掲げる場合には、規則の定めるところにより、休憩時間

を一斉に与えないことその他の休憩時間の基準について別段の定めをするこ

とができる。 

  (1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合 

  (2) 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当である場合 

  第７条の２第１項中「第３条第２項」の次に「若しくは第３項」を加える。 

 （生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第４項中「第５条」を「第５条第１項」に、「の日数」を「並びに勤

務時間等条例第３条第３項及び勤務時間等条例第５条第２項において読み替え

て準用する同条第１項の規定による勤務時間を割り振らない日の日数の合計日

数」に改める。 

  第１０条第２項中「第５条」を「第５条第１項」に改め、「第３条第２項」
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の次に「若しくは第３項」を加え、同条第４項中「第５条」を「第５条第１項

」に改め、「週休日」の次に「又は勤務時間等条例第３条第３項及び勤務時間

等条例第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項の規定による勤務

時間を割り振らない日」を加える。 

  第１１条中「第５条」を「第５条第１項」に改める。 

  第１４条の３第１項中「第５条」を「第５条第１項」に改め、「による週休

日」の次に「若しくは勤務時間等条例第３条第３項及び勤務時間等条例第５条

第２項において読み替えて準用する同条第１項の規定による勤務時間を割り振

らない日」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （生駒市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 生駒市職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月生駒市条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

   第１２条中「第５条」を「第５条第１項」に改める。 

 （生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年９月生

駒市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

   第４条中「第５条の規定による週休日」を「第５条第１項の規定による週

休日並びに勤務時間等条例第３条第３項及び勤務時間等条例第５条第２項に

おいて読み替えて準用する同条第１項の規定による勤務時間を割り振らない

日の日数の合計日数」に改める。 

   第８条中「第３条第２項」の次に「若しくは第３項」を加え、「第５条の

規定による週休日」を「第５条第１項の規定による週休日又は勤務時間等条
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例第３条第３項及び勤務時間等条例第５条第２項において読み替えて準用す

る同条第１項の規定による勤務時間を割り振らない日」に改め、「、「第１

項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む｡)」とあるのは「第１

項」と」を削る。 

   第１７条第３項中「第５条」を「第５条第１項」に改める。 
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議案第 19 号 

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 （生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第８条の２第１項第１号中「この項から第３項まで」を「この条」に改め、

同条第２項第１号中「次項」を「第４項」に改め、同項第２号中「４０，２０

０円」を「支給単位期間につき、６７，９００円」に、「において」を「で自

動車等の使用距離の区分に応じて」に改め、同条第７項を同条第８項とし、同

条第６項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」を加え、同項を同条第７項と

し、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「月」の次に「（当該月に通

勤手当を支給することが困難な場合として市長が規則で定める場合にあって

は、その翌月）」を加え、同項を同条第５項とし、同条第３項中「及び前項第

２号」を「、第２項第２号」に改め、「定める額」の次に「及び前項第１号に
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定める額」を加え、「同項」を「前２項」に改め、同項を同条第４項とし、同

条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（

その所在地及び利用形態が市長が規則で定める要件を満たすものに限る。第

１号及び第７項において「駐車場等」という｡)を利用し、その料金を負担す

ることを常例とするもの（市長が規則で定める職員を除く｡)の通勤手当の額

は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超え

ない範囲内で１月当たりの駐車場等の料金に相当する額として市長が規則

で定める額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

 （生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年９

月生駒市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第３条関係） 
給料表 
 職務 

の級 １  級 ２  級 ３  級 

号 給 給料月額（円） 給料月額（円） 給料月額（円） 

１ 195,800 242,000 276,300 

２ 196,900 243,300 277,300 

３ 198,100 244,700 278,300 

４ 199,200 246,100 279,300 

５ 200,300 247,500 280,300 

６ 202,000 248,900 281,300 

７ 203,600 250,300 282,200 

８ 205,200 251,700 283,200 

９ 206,700 253,100 284,200 

10 208,400 254,300 285,200 

11 210,000 255,600 286,200 

12 211,600 256,900 287,200 

13 213,100 258,100 288,200 

14 214,800 259,300 289,500 

15 216,500 260,500 290,800 

16 218,200 261,700 292,000 

17 219,400 262,800 293,200 

18 221,000 263,900 294,500 

19 222,600 265,000 295,700 

20 224,100 266,100 296,900 

21 225,600 267,000 297,900 

22 227,200 268,000 299,100 

23 228,800 269,000 300,300 

24 230,400 270,000 301,600 
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25 232,000 271,000 302,900 

26 233,700 271,900 303,900 

27 235,000 272,700 304,900 

28 236,300 273,600 305,900 

29 237,600 274,400 307,000 

30 238,700 275,200 308,200 

31 239,800 276,000 309,300 

32 240,900 276,700 310,500 

33 242,000 277,400 311,600 

34 242,900 278,200 312,900 

35 243,800 279,000 314,200 

36 244,800 279,600 315,500 

37 245,800 280,300 316,700 

38 246,700 281,100 318,000 

39 247,600 281,800 319,300 

40 248,400 282,500 320,600 

41 249,200 283,200 321,900 

42 249,900 283,900 323,100 

43 250,500 284,600 324,400 

44 251,100 285,300 325,500 

45 251,800 286,000 326,400 

46 252,400 286,600 327,700 

47 253,000 287,300 329,000 

48 253,600 287,900 330,300 

49 254,100 288,600 331,400 

50 254,700 289,200 332,700 

51 255,300 289,900 333,900 
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52 255,800 290,600 335,100 

53 256,200 291,100 336,400 

54 256,600 291,700 337,400 

55 256,900 292,300 338,500 

56 257,200 293,000 339,600 

57 257,500 293,600 340,300 

58 257,800 294,200 341,200 

59 258,100 294,800 341,900 

60 258,400 295,500 342,700 

61 258,700 296,100 343,500 

62 259,000 296,700 343,900 

63 259,300 297,200 344,400 

64 259,600 297,700 345,100 

65 259,900 298,200 345,900 

66 260,200 298,800 346,600 

67 260,500 299,300 347,300 

68 260,800 299,900 347,900 

69 261,100 300,300 348,400 

70 261,400 300,800 349,000 

71 261,700 301,300 349,500 

72 262,000 301,900 350,100 

73 262,300 302,400 350,400 

74 262,600 302,800 350,900 

75 262,900 303,100 351,200 

76 263,200 303,400 351,600 

77 263,500 303,600 352,000 

78 263,800 303,900 352,500 
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79 264,100 304,100 353,000 

80 264,400 304,400 353,500 

81 264,700 304,600 353,800 

82 265,000 304,800 354,200 

83 265,300 305,100 354,600 

84 265,600 305,300 355,000 

85 265,900 305,600 355,300 

86 266,200 305,800 355,700 

87 266,500 306,100 356,100 

88 266,800 306,400 356,500 

89 267,100 306,700 356,700 

90 267,400 307,000 357,100 

91 267,700 307,300 357,500 

92 268,000 307,600 357,900 

93 268,300 307,800 358,100 

94  308,000 358,400 

95  308,300 358,800 

96  308,700 359,100 

97  308,900 359,400 

98  309,200 359,800 

99  309,500 360,200 

100  309,900 360,600 

101  310,100 361,100 

102  310,400 361,500 

103  310,700 361,900 

104  311,000 362,300 

105  311,200 362,800 
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106  311,500 363,200 

107  311,800 363,500 

108  312,100 363,800 

109  312,300 364,200 

110  312,600  

111  313,000  

112  313,300  

113  313,500  

114  313,700  

115  314,000  

116  314,400  

117  314,600  

118  314,800  

119  315,100  

120  315,400  

121  315,700  

122  315,900  

123  316,200  

124  316,500  

125  316,800  
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （会計年度任用職員の給与に関する経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例別表第１の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る会計年度

任用職員（生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１条に

規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ｡)の給与について適用し、同日前

の勤務に係る会計年度任用職員の給与については、なお従前の例による。 
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議案第 20 号 

 

生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年９月生駒

市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表第３及び別表第４中「２級５９号給」を「２級１２５号給」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第 21 号 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

生駒市国民健康保険税条例（平成１２年３月生駒市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２項ただし書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項ただ

し書中「２４万円」を「２６万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の生駒市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 
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議案第 22 号 

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンショ

ンの再生等の円滑化に関する法律」に改める。 

別表第２の４４の５の項中「要除却認定マンションの建替え」を「要除却等認

定マンションの建替え又は更新」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する

法律第１０５条第１項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第１６３

条の５９第１項」に改め、「容積率」の次に「又は各部分の高さ」を加える。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第 23 号 

 

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例 

生駒市介護保険条例（平成１２年３月生駒市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則第９条第１項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に

規定する給与所得」を「給与所得（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８

条第１項に規定する給与所得をいう。次条及び附則第１１条において同じ｡)」に

改める。 

附則に次の３条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１０条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に住

所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期

日において本市に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により本市の

住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む｡)に限る。以下この条

及び次条第１項において同じ｡)のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が

含まれている者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等

をいう。以下同じ｡)の収入金額が５５万千円以上６５万千円未満である者に限
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る｡)の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号

ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、

第１３号ア、第１４号ア、第１５号ア、第１６号ア及び第１７号アに係る部分

に限る｡)の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合

計所得金額」という｡)（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２

第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を

下回る場合には、０とする。以下同じ｡)」とあるのは、「合計所得金額（地方

税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得

金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、

当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令

和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得

た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある

場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額

を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。

以下同じ｡)」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等の収入金額が６５万千円以上１６１万９千円未満である者

に限る｡)の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６

号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号

ア、第１３号ア、第１４号ア、第１５号ア、第１６号ア及び第１７号アに係る

部分に限る｡)の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５
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年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下

「合計所得金額」という｡)（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項

又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条

の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が

０を下回る場合には、０とする。以下同じ｡)」とあるのは、「合計所得金額（

地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計

所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合に

は、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額

に１０万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用

がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０と

する。以下同じ｡)」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等の収入金額が１６１万９千円以上１９０万円未満である者

に限る｡)の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６

号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号

ア、第１３号ア、第１４号ア、第１５号ア、第１６号ア及び第１７号アに係る

部分に限る｡)の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下

「合計所得金額」という｡)（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項

又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条
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の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が

０を下回る場合には、０とする。以下同じ｡)」とあるのは、「合計所得金額（

地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計

所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合に

は、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額

に６５万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１

項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一

部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得

税法別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表

の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう｡)を控除して得た額

を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合

には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下

同じ｡)」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１１条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４

条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主

及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第

３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同

年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の

保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除く｡)であって、令和

８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所

を有するもの（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記

録されている者とみなされた者を含む｡) 
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(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年

度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアか

らウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万千円以上６５万千円未満であ

り、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年

中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万千円以上１６１万９千円未満で

あり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０

万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９千円以上１９０万円未満で

あり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６

５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得

税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定によ

る改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という｡) の給与等の金

額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控

除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年

度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアか

らウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万千円以上６５万千円未満であ

り、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い

当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額

が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である

場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万千円以上１６１万９千円未満で
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あり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従

い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た

額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９千円以上１９０万円未満で

あり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従

い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た

額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金

額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求

めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除し

て得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１

項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該

当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、

当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ている者とみなす。 

（令和８年度における保険料の減免の特例） 

第１２条 前２条の規定を適用する場合において、令和７年度の市町村民税が非

課税の者について、同年度の税制改正における給与所得控除の最低保障額引上

げへの対応として、令和８年度も引き続き市町村民税が非課税となるよう、非

課税の基準から給与所得控除の引上げ分の範囲の就労調整を行う場合にあって

は、当該者の保険料を同年度の保険料算定において、市町村民税が非課税の者

として判定する保険料段階まで減免するものとする。この場合における第１１

条第２項の規定の適用については、同項中「、市長に提出しなければならな

い。ただし、市長が、相当の理由があると認めるときは、別に定める期日まで

に当該申請書を市長に提出しなければならない」とあるのは、「、市長に提出
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しなければならない。ただし、市長が、これにより難い事情があると認めると

きは、この限りでない」とする。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第 24 号 

 

生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例 

 生駒市道路占用料に関する条例（昭和３５年６月生駒市条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

 別表中「８００円」を「９４０円」に、「１，２００円」を「１，４００円」

に、「１，７００円」を「２，０００円」に、「７１０円」を「８４０円」に、

「１，１００円」を「１，３００円」に、「１，６００円」を「１，８００円」

に、「７１円」を「８４円」に、「７円」を「８円」に、「４円」を「５円」

に、「７００円」を「８２０円」に、「４３０円」を「５００円」に、「１，４

００円」を「１，７００円」に、「６００円」を「７１０円」に、「３０円」を

「３５円」に、「４３円」を「５０円」に、「６４円」を「７６円」に、「８６

円」を「１００円」に、「１３０円」を「１５０円」に、「１７０円」を「２０

０円」に、「３００円」を「３５０円」に、「８６０円」を「１，０００円」

に、「２，４００円」を「２，７００円」に、「１，５００円」を「１，６００

円」に、「４８０円」を「５４０円」に、「４，８００円」を「５，４００円」

に改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１

項若しくは第３項の規定による許可を受け、又は同法第３５条の規定による同

意を得ている者で、既に当該許可又は同意に係る占用料を改正前の生駒市道路

占用料に関する条例の規定により納付しているものの占用料の額については、

当該占用料を納付している期間に限り、なお従前の例による。 
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議案第 25 号 

 

生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 生駒市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年７月生駒市条例第２５号）の

一部を次のように改正する。 

 第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号た

だし書中「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「１０

０円」を「４３３円」に改め、「、第２号に該当する扶養親族については１人に

つき３８３円を」を削り、「第３号から第６号まで」を「第２号から第５号まで

」に改め、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを

１号ずつ繰り上げる。 

 別表中「１２，９００」を「１３，３４０」に、「１３，７００」を「１４，

１７０」に、「１４，５００」を「１５，０００」に、「１１，３００」を「１

１，６７０」に、「１２，１００」を「１２，５００」に、「９，７００」を「

１０，０００」に、「１０，５００」を「１０，８４０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日

以後に支給すべき事由の生じた生駒市消防団員等公務災害補償条例第５条第１

項に規定する損害補償（以下「損害補償」という｡)並びに同日前に支給すべき

事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年

金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補

償年金（以下「傷病補償年金等」という｡)について適用し、同日前に支給すべ

き事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く｡)及び同日前に支給すべき事

由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例によ

る。 
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議案第 26 号 

 

生駒市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市火災予防条例の一部を改正する条例 

 生駒市火災予防条例（昭和３７年３月生駒市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

 第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サウナ

室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という」を「一般サウナ設備（簡易サ

ウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう｡)をいう。以下同

じ」に改め、同項第２号及び同条第２項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」

に改め、同条を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を加える。 

 （簡易サウナ設備） 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテン

ト型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう｡)又はバレル型サ

ウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう｡)に設ける放

熱設備であって、定格出力６キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気

を熱源とするものをいう。以下同じ｡)の位置及び構造は、次に掲げる基準によ

らなければならない。 

 (1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び
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可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気

器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。 

 (2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断す

ることができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする

簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに

使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りでない。 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準に

ついては、第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで及び第１７号か

ら第１８号の３まで、第２項第６号、第３項並びに第４項を除く｡)及び第５条

第１項の規定を準用する。 

 第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」

を加える。 

 第４４条第６号の次に次の１号を加える。 

 (6)の 2 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く｡) 

 第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 
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議案第 27 号 

 

   市道路線の認定について 

 

 市道路線を次のとおり認定したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路    線    名 

起        点 

番号 終        点 

１ 乙田線支線１９号 
萩の台１００４番６９先 

萩の台１００４番５９先 

２ 乙田線支線２０号 
 

萩の台１００４番６３先 

萩の台１００４番７０先 

３ 乙田線支線２１号 
 

萩の台１００４番７１先 

萩の台１０３７番２８先 

４ 乙田線支線２２号 
 

小瀬町２６８番６先 

小瀬町２６８番１０先 

５ 乙田町第１歩行者道 
 

萩の台１０３７番３２先 

萩の台１００４番２７先 

６ 乙田町第２歩行者道 
 

萩の台１００４番７０先 

萩の台１００４番５３先 

７ 中菜畑２丁目７号線 
 

中菜畑二丁目１０５５番１０先 

中菜畑二丁目９９８番４先 

８ 中菜畑２丁目８号線 
 

中菜畑二丁目１０５５番１１先 

中菜畑二丁目９９９番８先 

９ 中菜畑２丁目第１歩行者道 
 

中菜畑二丁目１０５３番１先 

中菜畑二丁目１０５４番２先 

10 別院線支線４号 
壱分町２８１番３０先 

壱分町２７８番１１先 
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11 別院線支線５号 
壱分町２８１番１５先 

壱分町２７８番１２先 

12 広畑湯舟線支線６号 
山崎町５５番２先 

山崎町７５番８先 

13 竜田川線 
東生駒１丁目３８３番１先 

小平尾町１４９２番１先 

 

令和８年３月４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 28 号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 市道路線を次のとおり廃止したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路    線    名 

起        点 

番号 終        点 

１ 竜田川線 
東生駒１丁目３８３番１先 

小瀬町７０８番４先 

 

令和８年３月４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 29 号 

 

   生駒市教育委員会委員の任命について 

 

生駒市教育委員会の委員に下記の者を任命したいから、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、

議会の同意を求める。 

記 

 住  所  生駒市●●●●●●●● 

 氏  名  吉 尾 典 子 

 生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

 氏  名  水 谷 雅 美 

 生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

令和８年３月４日提出                 

                      生駒市長 小 紫 雅 史 
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諮問第 １ 号  

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて  

 

人権擁護委員の候補者に下記の者を推薦したいから、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

記 

住     所     生 駒 市 ● ● ● ● ● ● ● ●   

氏     名     井  上  順  子  

生 年 月 日     昭 和 ● ● 年 ● ● 月 ● ● 日  

 

  令和８年３月４日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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